
集団的消費者被害の事例

１ 被害者の特定が比較的容易であり 被害内容が定型的と思われる事例
資料3別表
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１．被害者の特定が比較的容易であり、被害内容が定型的と思われる事例

事件名 事案の概要 想定される消費者の請求
想定される個々の対象
消費者の一般的な請求

金額
共通争点の内容 個別訴訟の困難さ

対象消費者の特
定

想定される対象
消費者の規模

総額の算定可能性 備考

資料3別表

外国語会話教室の解約
時の前払受講料の清算

外国語会話教室において、受講料を前払さ
せていたが、購入単価と、解約した場合の
清算単価が異なっており 購入単価よりも

清算条項は特商法第４９
条第２項に反し無効であ

数十万円

清算規定の有効性が共通の争点
となり、個別争点としては、受

請求額からみて個別
訴訟が実質上困難な

中途解約の申出
書や受講料の返
還記録から特定
し得る（ただ

数千人から数万
人（大手企業で
は受講者が数十
万人いることが

計算は可能であるが、対
象消費者の規模が大きい時の前払受講料の清算

金請求事案
清算単価が異なっており、購入単価よりも
高く設定されていた。この清算条項が有効
か問題となる事案

条第２項に反し無効であ
るとして、不当利得返還
請求

数十万円
となり、個別争点としては、受
講済の回数や既に返還された額
の認定などがある。

訴訟が実質上困難な
ことが多い。

し得る（ただ
し、事業者が資
料を残している
か問題あり）

万人いることが
あるが、すべて
の受講者が解約
するとは考えが
たい）

象消費者の規模が大きい
と審理に長時間を要する

大学学納金返還請求事
案

前納した大学の授業料について、入学辞退
した場合の不返還特約があったが、不返還

消費者契約法第９条第１
号により、解除に伴い当
該事業者に生ずべき平均
的損害の額を超えるもの

１００万円程度の請
求から、私立医科大
学等納付金が１００

不返還特約の有効性が共通の争
点となり、個別争点としては、

１０００万円を超え
るような事案では個
別訴訟が可能とも思

学納金納付の記
録と入学者名簿
により特定し得

数千人から数万
人

計算は可能であるが、対
象消費者の規模が大きい

案
した場合の不返還特約があったが、不返還
条項が有効であるか問題となる事案

的損害の額を超えるもの
が無効であるとして、不
当利得返還請求

学等納付金が１００
０万円を超える事案
あり

点となり、個別争点としては、
辞退の時期の認定などがある。

別訴訟が可能とも思
える。

により特定し得
る

人
象消費者の規模が大きい
と審理に長時間を要する

個人情報流出事案
顧客の住所氏名等の個人情報が流失した事 不法行為による損害賠償

数千円から数万円

流失に関する被告の義務違反、
故意過失などが共通の争点とな

請求額から見て個別
訴訟が実質上困難な

流出した情報か
ら特定が可能で
あるが、対象者
にとっては自己

数百万人規模の
事件も想定され

総額の算定は困難ではな
いか （損害を類型化す個人情報流出事案

顧客の住所氏名等の個人情報が流失した事
案

不法行為による損害賠償
請求

数千円から数万円
故意過失などが共通の争点とな
り、情報流出による被害の程度
が個別争点となり得る。

訴訟が実質上困難な
ことが多い。

にとっては自己
の情報が流失し
たかは不明であ
る

事件も想定され
る

いか。（損害を類型化す
れば可能か）

商品販売等を仮装した

商品価値の乏しい商品の販売名の下に１口
×円の支払いをして会員となり、後順位者

①不法行為による損害賠
償請求
②

数十万円から数百万
円 １０００万円を

スキームの解明が共通争点とな
り、勧誘態様が個別争点となり
得るが スキーム自体の悪質性

請求額が多い事案も
支払記録により
特定し得る（た

数千人から数万

スキーム自体が違法で個
別の勧誘態様が問題とな
らないような場合には、
総額の計算は容易（配当

破綻必至の事案であ
商品販売等を仮装した
ねずみ講被害事案

支払 員 、 順 者
２人以上を勧誘してオーナー登録させれ
ば、順次地位が昇格して支出した以上の成
功報酬が得られると勧誘する事案

償請
②公序良俗違反による無
効を理由とした不当利得
返還請求

円。１０００万円を
超える事例もあり得
る

得るが、スキーム自体の悪質性
が高ければ、個別に勧誘態様を
認定する必要が無くなることも
ある。

請 額 多 事案
あるが、仕組み全体
の解明が困難。

特定 得
だし、事業者が
資料を残してい
るか問題あり）

数千人から数万
人

総額の計算は容易（配当
等を差し引くとすれば、
対象消費者規模が大きい
と審理に長時間を要す
る）

綻 事案 あ
り、保全が必要。

1



①預託契約に基づく返還
スキ ム自体が違法で個

2

和牛預託商法事案

和牛の飼育から得られた利益を配分すると
して和牛を購入させる事案。勧誘方法の問
題のほか、業者が破綻し出資金が返金され

①預託契約に基づく返還
請求
②消費者契約法による不
実告知、不利益事実の不
告知、断定的判断の提供
等による取消しによる不

数十万円から数百万
円。１０００万円を
超える事案もあり得

スキームの解明が共通争点とな
り、勧誘態様が個別争点となり
得るが、スキーム自体の悪質性
が高ければ、個別に勧誘態様を

請求額が多い事案も
あるが、仕組み全体
の解明が困難

支払記録から特
定し得る（ただ
し、事業者が資
料を残している

数千人から数万
人

スキーム自体が違法で個
別の勧誘態様が問題とな
らないような場合には、
総額の計算は容易（配当
等を差し引くとすれば、

破綻必至の事案であ
り、保全が必要。
不当利得返還請求構
成では取消しの意思

題のほか、業者が破綻し出資金が返金され
ない問題が生じることがある。

等による取消しによる不
当利得返還請求
③詐欺等による不法行為
の損害賠償請求

超える事案もあり得
る

が高ければ、個別に勧誘態様を
認定する必要が無くなることも
ある。

の解明が困難。 料を残している
か問題あり）

人 等を差し引くとすれば、
対象消費者規模が大きい
と審理に長時間を要す
る）

成では取消しの意思
表示が必要。

電子マネー形式の擬似通貨、海外事業投
資 企業家育成事業 株式投資運用などの

①契約に基づく返還請求
②消費者契約法による不
実告知、不利益事実の不
告知 断定的判断の提供

スキームの解明が共通争点とな
支払記録により
特定し得る（た

スキーム自体が違法で個
別の勧誘態様が問題とな
らないような場合には

破綻必至の事案であ
り 保全が必要

投資商法事案

資、企業家育成事業、株式投資運用などの
名目で高額配当をうたって出資を集めると
いう事案。勧誘方法の問題のほか、業者が
破綻し出資金が返金されない問題が生じる
ことがある。

告知、断定的判断の提供
等による取消しによる不
当利得返還請求
③詐欺等による不法行為
の損害賠償請求
④金融商 売法 条

数十万円から数百万
円。１０００万円を
超える事案も有り

キ の解明が共通争点とな
り、勧誘態様が個別争点となり
うるが、スキーム自体の悪質性
が高ければ、個別に勧誘態様を
認定する必要が無くなることも
ある

請求額が多い事案も
あるが、仕組み全体
の解明が困難。

特定し得る（た
だし、事業者が
の資料を残して
いるか問題あ
り）

数千人から数万
人

らないような場合には、
総額の計算は容易（配当
等を差し引くとすれば、
対象消費者規模が大きい
と審理に長時間を要す
る

り、保全が必要。
不当利得返還請求構
成では取消しの意思
表示が必要。

④金融商品販売法５条の
損害賠償請求

ある。
る）

＜対販売店＞
①不法行為の損害賠償請
求
②モニタ 契約の公序良

モニタ 商法事案

商品を購入してモニターになれば毎月モニ
ター料が月々の代金支払額よりも多く支払
われるとして商品を販売 業者が破綻して

②モニター契約の公序良
俗違反無効による不当利
得返還請求
③特商法第５８条の２の
取消しによる不当利得返

数十万円

スキームの解明が共通争点とな
り、勧誘態様が個別争点となり
得るが、スキーム自体の悪質性

請求額からみて個別
訴訟が実質上困難な

契約書等から特 数千人から数万

スキーム自体が違法で個
別の勧誘態様が問題とな
らないような場合には、
総額の計算は容易（モニ

破綻必至の事案であ
り、保全が必要。
不当利得返還請求構モニター商法事案 われるとして商品を販売。業者が破綻して

モニター料が支払われなくなり、クレジッ
ト債務が残るという事案

取消しによる不当利得返
還請求

＜対クレジット会社＞
④モニター契約が公序良
俗違反により無効 クレ

数十万円
得るが、スキ ム自体の悪質性
が高ければ、個別に勧誘態様を
認定する必要が無くなることも
ある。

訴訟が実質上困難な
ことが多い。

契約書等から特
定し得る

数千人から数万
人

総額の計算は容易（モ
ター料を差し引くとすれ
ば、対象消費者規模が大
きいと審理に長時間を要
する）

不当利得返還請求構
成では取消しの意思
表示が必要。

俗違反により無効、クレ
ジット会社に対する割賦
販売法３０条の４による
抗弁対抗

虚偽の有価証券報告書
等 券被害

虚偽の有価証券報告書の開示等により株価
を 高 げ 来あ 株

金融商品取引法第２１条
の２などによる虚偽記載
あ 有 券報告書を 数

虚偽報告の事実や損害の計算方
法が共通争点となり 個別争点

請求額が多い事案も
あるが 虚偽記載の

株式の電子化に
伴 保有者 特

数万から数百万
計算は可能であるが、対
象消費者 規模が

事業者の契約もあり
開示等による証券被害
事案

を不当に高く吊り上げ、本来あるべき株価
より高い価格で株式を購入させられた事案

のある有価証券報告書を
提出した会社、会社役員
等に対する損害賠償請求

数百万円
法が共通争点となり、個別争点
としては、株の売買履歴の認定
などがある。

あるが、虚偽記載の
立証が困難なことが
あり得る。

伴い保有者の特
定が可能

数万から数百万
人

象消費者の規模が大きい
と審理に長時間を要する

事業者の契約もあり
得る。

※二重線内は、いわゆる詐欺的商法の事案であるが、事案の内容によっては２にも４にもなり得る。
※個人情報流失事案は、慰謝料を一律なものとして請求することもあり得るが、個別の損害が問題になることもあり得、その場合は２にもなり得る。
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２．被害者の特定は比較的容易であるが、被害内容の個別性が強いと思われる事例

想定される個々の対象

3

事件名 事案の概要 想定される消費者の請求
想定される個々の対象
消費者の一般的な請求

金額
共通争点の内容 個別訴訟の困難さ

対象消費者の特
定について

想定される対象
消費者の規模

総額の算定可能性 備考

＜対リフォーム業者＞
①特商法第９条の２（新
法第９条の３）の取消し
による不当利得返還請求
②特商法第９条の２によ 支払記録 顧客

所在不明となること
が多く、保全が必

悪質住宅リフォーム事
案

住宅リフォームについて、点検をするなど
と称して訪問し、虚偽の説明をして、不要
な工事を実施し高額な代金を支払わせ、ま
た次々に契約させる事案

②特商法第９条の２によ
る過量販売解除による不
当利得返還請求
③詐欺等による不法行為
の損害賠償請求

数十万円から数百万
円。１０００万円を
超える事案も有り

商法全般の解明が共通争点とな
り、勧誘態様などが個別争点と
なる。

請求額の多い事案も
あるが、脆弱な被害
者であることも多
い。

支払記録、顧客
名簿から特定し
得る（ただし、
事業者が資料を
残しているか問
題有り）

数百人から数千
人

総額の算定は困難ではな
いか。

要。
不当利得返還請求構
成では取消しの意思
表示が必要。
また、受けた役務を

＜対クレジット会社＞
④割販法第３５条の３の
１３の取消しによる不当
利得返還請求

題有り）
また、受けた役務を
どのように評価して
返還するかも問題。

利得返還請求

管理会社の作成した契約書に自然損耗及び
通常損耗 も賃借人 原状回復義務

消費者契約法第１０条に
原状回復条項の有効性が共通争
点となり 賃借人 原状回復義 請求額から見 個別

同一の契約書を使用
している賃貸人が多

敷金返還請求事案
通常損耗についても賃借人に原状回復義務
を負担させる条項があるため、当該契約書
を利用して賃貸借契約をした賃貸人が敷金
の返還を拒絶する事案

消費者契約法第１０条に
よる原状回復特約の無効
を前提とした、敷金返還
請求

数十万円
点となり、賃借人の原状回復義
務の範囲が個別争点となるが、
個別争点の割合が大きくなるこ
ともある。

請求額から見て個別
訴訟が実質上困難な
ことが多い。

契約書から特定
し得る

数十人から数千
人

総額の算定は困難ではな
いか

している賃貸人が多
数存在しても、賃貸
人ごとに別のクラス
とするほか無いので
はないか。
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３．被害者の特定は困難であるが、被害内容は定型的と思われる事例

事件名 事案の概要 想定される消費者の請求
想定される個々の対象
消費者の一般的な請求

金額
共通争点の内容 個別訴訟の困難さ

対象消費者の特
定について

想定される対象
消費者の規模

総額の算定可能性 備考

4

金額 定について 消費者の規模

差額説を前提 する

灯油カルテル事案
石油元売各社及び事業者団体が生産調整、
価格カルテルにより小売価格を引き上げた
とされる事案

①不法行為による損害賠
償請求
②独占禁止法第２５条に

数百円から数千円
カルテルの存在、損害の計算方
法が共通争点となり、購入数
量 価格が個別争点となる

請求額から見て個別
訴訟が実質上困難な
ことが多い

購入者の特定は
困難であり、対
象消費者側も購
入を証明する領
収書を保管して

数百万人に及び
得る

総額の算定は困難ではな
いか（利益の総額を算定
する可能性？）

差額説を前提にする
限り損害の算定が困
難。
流通経路により損害
の計算方法が異なり

とされる事案
②独占禁止法第２５条に
よる損害賠償請求

量、価格が個別争点となる。 ことが多い。 収書を保管して
いないことが多
い

得る
する可能性？）

の計算方法が異なり
得る。
事業者に損害が生じ
ることもある。

損害のとらえ方が複
数あり得る（本来あ

食品の製造方法等の表
実際には安価である偽装品を、高価で特殊
な製法の食品であると表示して販売し、本

①不法行為による損害賠
償請求 数百円

偽装の有無、損害の計算方法が
共通争点となり、購入数量、価

請求額から見て個別
訴訟が実質上困難な

購入者の特定困
難であり、対象
消費者側も購入
を証明する領収

数万から数百万
総額の算定は困難ではな
いか（利益の総額を算定

数あり得る（本来あ
るべき価格との差額
とするか、偽装品で
あれば購入しなかっ
たとして全額ととら食品の製造方法等の表

示偽装事案
な製法の食品であると表示して販売し、本
来あるべき価格より高い価格で購入させら
れた事案

償請求
②不当利得返還請求

数百円
共通争点となり、購入数量、価
格、因果関係が個別争点とな
る。

訴訟が実質上困難な
ことが多い。

を証明する領収
書等を保管して
いないことが多
い

数万から数百万
に及び得る

いか（利益の総額を算定
する可能性？）

たとして全額ととら
えるか）。
流通経路により損害
の計算方法が異なり
得る。
事業者に損害が生じ事業者に損害が生じ
ることもある。

利用者の特定は
困難 あり 対

運賃返還請求事案
電車の運賃徴収プログラムに誤りがあり、
本来の運賃以上の金額を徴収していたため
返還を求める事案

①不当利得返還請求 数百円から数千円
料金徴収の誤りの有無が共通争
点となり、運賃支払の有無が個
別争点となる。

請求額から見て個別
訴訟が実質上困難な
ことが多い。

困難であり、対
象消費者側も利
用を証明する手
段が無いことが
多い

総額の算定は可能な場合
あり

多い
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４．被害者の特定が困難であり、被害内容の個別性が強いと思われ事例

事件名 事案の概要 想定される消費者の請求
想定される個々の対象
消費者の一般的な請求 共通争点の内容 個別争点の困難さ

対象消費者の特
定について

想定される対象
消費者の規模

総額の算定可能性 備考

5

事件名 事案の概要 想定される消費者の請求 消費者の 般的な請求
金額

共通争点の内容 個別争点の困難さ
定について 消費者の規模

総額の算定可能性 備考

後天性の傷病について、フィブリノゲン製

薬害C型肝炎／薬害エイ
ズ事案

後天性 傷病 、 ィ リ 製
剤又は第Ⅸ因子複合体製剤の投与を受け、
これによってC型肝炎ウィルスに感染した
者（胎児を含む）が、国及び製薬会社に損
害賠償を求めた事案

不法行為による損害賠償
請求

数千万円になり得る
責任原因が共通争点となり、投
与の有無 因果関係 損害など

請求額は多額だが、
責任原因の解明が困

被告からは不可
能。対象消費者
としても証明手

総額の算定は困難ではな
かズ事案

血友病患者に対して加熱等による安全対策
を怠った血液凝固因子製剤（非加熱製剤）
を投与したことにより、多数の患者がHIV
ウィルスに感染。国・製薬会社に損害賠償
を求めた事案

請求
数千万円になり得る 与の有無、因果関係、損害など

が個別争点となり得る。
責任原因の解明が困
難。

としても証明手
段が無いことが
ある

いか

を求めた事案

乳飲料食中毒事案
乳飲料の製造工程において、食中毒の原因
となる毒素が混入し、当該乳飲料を飲用し
た者に、食中毒が生じた事案

製造物責任法による損害
賠償請求

数十万円から数百万
円

責任原因が共通争点となり、飲
用の有無、因果関係、損害など
が個別争点となり得る。

請求額から見て個別
訴訟が実質上困難な
ことがあるととも
に、責任原因の解明

購入者の特定は
困難であり、対
象消費者側も飲
用を証明する手
段がないことも

総額の算定は困難ではな
いか

た者に、食中毒が生じた事案 が個別争点となり得る。 に、責任原因の解明
が困難。

段がないことも
ある

中古自動車売買契約に
おいて、事業者（売

中古自動車売買契約において、買主は隠れ
たる瑕疵を知ってから１年間は事業者（売
主）に瑕疵担保責任（民法第５７０条）を
追及できるところ メーター改ざんの場合

消費者契約法第８条第１
項第５号により当該事項
を無効とし 民法第５７ 数十万円

免責約款の効力が共通争点とな
り 瑕疵担保責任の内容が個別

請求額から見て個別
訴訟が実質上困難な

購入者は特定可
能であるが、ど
の中古車に瑕疵
があるかについ

数百から数千
（大規模業者で
あり、同一の約
款を使っていて 総額の算定は困難ではな、

主）の瑕疵担保責任追
求事案

追及できるところ、メーター改ざんの場合
について権利行使できる期間を納車日より
９０日以内に限定した条項について、削除
を求めた事案

を無効とし、民法第５７
０条による契約の解除又
は損害賠償請求を行う

数十万円 り、瑕疵担保責任の内容が個別
争点となり得る。

訴訟が実質上困難な
ことが多い。

があるかについ
ては、販売者も
承知していない
可能性あり

使
も、メーター改
ざんが頻繁にあ
るとは思われな
い）

額 算定
いか
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